
屋外での焼却行為は
禁止されています

例年、廃棄物や剪定後の枝木などを屋
外で焼却する行為に関する相談が、市
に寄せられています。廃棄物を焼却す
るなどの悪質な行為に対しては、過去
に懲役または罰金などの罰則が適用さ
れた事例もあります。こうした行為は、
周辺にお住まいの方へご迷惑にもなり
ますので、行わないようお願いします
■このような行為は禁止されています
●廃材などのごみを屋外で焼却●剪定
枝や落ち葉を敷地内で焼却●ドラム缶
にためた紙くずや廃プラスチックなど
を焼却 ※煙や悪臭、有害な物質などを
発生させたり、火災の原因になります
Iゼロカーボン推進室　
J（57）8806

水道窓口課からのお知らせ

■お住まいの上下水道設備
上下水道設備の増設や修繕などの工事
は、自己負担となります。工事の内容
と費用をご確認のうえ、市指定の給排
水工事事業者にご依頼ください。アパ
ートや借家にお住まいの方は、管理会
社または家主にご相談ください
■建物を解体するとき
建物を解体する場合には、上下水道管
などの設備の撤去が伴います。解体工
事後の漏水や水道メーターの未返却な
どのトラブルを防止するため、市指定の
給排水工事事業者に依頼してください

点訳ボランティア初心者講習会

A8月17日～9月7日　毎週月曜日　全
4回　いずれも13時30分～15時30分
B市民活動センター　2階研修室
C高校生以上
E500円　開講日納入
F10人　申し込み順
H7月1日㈬から直接または電話、フ
ァクス、二次元コードで　ボランティ
アセンター
J（84）6481　K（34）8141
 担当 総合福祉課

「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」
―職場における熱中症防止対策の
　　　　ためのガイドラインの策定―

職場での熱中症予防対策を進めていた
だくため、9月まで「STOP！熱中症　
クールワークキャンペーン」を実施し
ます。詳しくは熱中症に関するポータ
ルサイトで
I労働基準監督署（支署）
 担当 工業雇用政策課

■水道メーター交換工事
対象となる家屋には、事前に工事予定
日をチラシなどでお知らせします。工
事中の約20分間は断水になりますの
で、ご協力をお願いします
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
I水道窓口課　J（32）6695（平日昼間）
J（32）6111（上記以外）

空き家相談会

A7月25日㈯　10時～15時15分
B市民活動センター　4階
D不動産取引および法律の専門家によ
る空き家に関する個別相談
F16組（1組30分）　申し込み順
HI7月13日㈪までに住まい支援課
（HPでダウンロード可）で配布の申込
書を直接または郵送（消印有効）、ファ
クス、Eメール、二次元コードで　
住まい支援課　J（32）6314　
K（32）2882　Msumai＠city.toma
komai.hokkaido.jp

保護司になりませんか？

保護司は、犯罪や非行をした人たちが
再び罪を犯すことのないよう、その立
ち直りを地域で支える民間のボランテ
ィアです。苫小牧地区保護
司会では保護司を募集して
います
I苫小牧地区保護司会　J（34）5611
 担当 こども若者支援課
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